
一
、
は
じ
め
に

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
、
そ
の
存
在
自
体
は
既
に
知

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
１
）
が
、
史
料
紹
介
や
翻
刻
、
解
題
に
関
し
て
は
ま
だ
行
わ

れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
そ
の
翻
刻
と
解
題
を
行
う
。

本
史
料
の
詳
し
い
解
題
は
第
三
章
に
て
行
う
つ
も
り
で
あ
る
が
、
予
め
簡
単
に

翻
刻
と
解
題
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
史
料
は
東
京
大
学

総
合
図
書
館
の
書
庫
に
存
在
し
て
お
り
（
請
求
番
号G

26-518

）、
木
下
聡
氏
の

御
教
示
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
を
初
め
に
明
記
し
て
お
く
。
次
に
、

内
容
で
あ
る
が
、
史
料
名
が
示
す
通
り
、
吉
良
流
礼
法
に
関
す
る
書
で
あ
る
。
写

し
で
あ
る
が
、
奥
書
に
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）、

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
と
あ
る
。
特
に
、
天
正
十

五
年
（
一
五
八
七
）
の
奥
書
は
注
目
さ
れ
、
内
容
に
戦
国
期
武
蔵
吉
良
氏
関
係
者

の
人
名
や
記
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
批
判
を
加
え
た
上
で
中
世
史
料

と
し
て
本
史
料
は
使
用
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
奥
書
に
喜
多
見
氏
や
武

蔵
国
世
田
谷
の
文
人
、
石
井
至
穀
（
平
盛
時
）
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
近

世
史
料
と
し
て
も
使
用
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
史
料
と
他
所
に
伝
来
す
る
吉

良
流
礼
法
書
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
未
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
吉

良
流
礼
法
の
具
体
相
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
中

世
三
河
西
条
吉
良
氏
（
御
一
家
）
が
近
世
吉
良
氏
（
高
家
、
故
実
家
）
へ
移
行
し

て
い
く
過
渡
的
な
様
子
も
本
史
料
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
第
三
章
で
行
う
こ
と
に
し
て
、
早
速
、
翻
刻

か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
史
料
翻
刻
（
補
足
は
（

）
で
表
し
、
朱
は
傍
点
で
示
し
、
頁
は

史
料
に
基
づ
き
適
宜
振
っ
た
）

（
１
）

艮
坤

祝
言

元
服

具
足
餅
か
さ
り
之
例

吉
良
流
礼
法
と
そ
の
継
承
者
た
ち

―
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
『
吉
良
流
四
巻
書
』
か
ら
見
た
―

谷

口

雄

太

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
四
号

二
〇
一
〇
年
三
月
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吉
良
流
四
巻
書

貞

（
２
）

艮
之
篇

四
巻
八
篇
七
拾
ヶ
条
之
内

祝
言
の
事

（「
考
武
館
」、「
南
葵
文
庫
」、「
東
京
帝
国
大
学
図
書
館
」
の
印
ア
リ
）

（
３
）

（「
玉
川
文
庫
」
の
印
ア
リ
）

吉
良
流
武
家
故
実

祝
言
の
事

一
、
祝
言
の
道
具
の
事
、
是
ハ
不
定
、
大
身
小
身
に
よ
り
て
道
具
の
数
も
替
る
間
、

一
様
に
ハ
有
へ
か
ら
す
、
大
形
見
て
能
様
に
に
も
出
す
へ
し
、
小
身
な
る
人
ハ

先
一
番
に
貝
桶
を
先
へ
持
せ
、
残
の
道
具
ハ
順
に
出
す
へ
し
、
亦
大
名
な
と
の

ハ
替
る
事
、

一
、
壱
番
ニ
代
物
、
二
に
折
か
さ
、
三
に
�
籠
、
四
ニ
樽
、
五
ニ
行
器
、
六
ニ
御

前
行
器
、
七
ニ
総
長
持
、
八
ニ
上
長
持
、
九
ニ
荷
ひ
、
十
ニ
屏
風
、
十
一
ニ
�

籠
、
十
二
ニ
挿
箱
、
十
三
ニ
大
棹
、
十
四
ニ
御
厨
司
黒
棚
、
十
五
ニ
寄
掛
り
、

十
六
ニ
貝
桶
、
十
七
ニ
萬
事
手
物
道
具
、
十
八
ニ
長
刀
、

（
４
）十

九
ニ
乗
替
の
鉤
輿
、
廿
ニ
本
の
長
柄
三
丁
先
へ
遣
り
て
四
番
目
に
本
の
長
柄

を
遣
る
へ
し
、
已
上
、
合
長
柄
ハ
三
拾
六
丁
の
も
の
な
り
、
鉤
輿
ハ
数
不
定
候

間
、
道
具
の
儀
ハ
際
限
な
き
間
、
大
形
如
斯
な
り
、

一
、
請
取
渡
の
事
、
萬
事
道
具
共
並
へ
、
右
の
方
へ
輿
を
立
、
長
ま
へ
に
臺
を
し

て
置
へ
し
、
亦
請
取
人
ハ
左
の
か
た
�
指
出
、
先
両
の
送
迎
の
人
、
指
ハ
大
形

太
刀
、
折
紙
を
取
替
し
て
、
扨
其
後
、
貝
桶
を
渡
受
取
候
て
立
へ
し
、
相
残
道

具
ハ
な
り
次
第
な
り
、
長
柄
の
立
所
ハ
何
時
に
て
も
右
也
、
但
し
、
所
の
模
様

次
第
に
て
候
、
口
伝
あ
り
、
受
取
渡
の
時
、
色
々
作
法
あ
り
、
先
々
如
斯
、
口

伝
具
ニ
有
之
、
道
具
迎
の
人
の
長
刀
、
折
紙
請
取
渡
の
事
ハ
、
先
々
男
の
方
よ

り
出
し
、
其
の
後
、
女
の
方
を
出
す
な
り
、
長
柄
の
前
に
て
も
様
子
に
よ
り
て

礼
あ
り
、

一
、
祝
言
の
時
ハ
本
ハ
烏
帽
子
、
素
襖
な
り
、
刀
、
脇
差
の
下
緒
能
た
る
也
、
是

を
祝
言
の
時
ハ
く
ゝ
り
股
立
と
い
ふ
へ
し
、
股
立
を
と
り
て
ま
た
本
ハ
は
ゝ
き

を
す
る
も
の
な
り
、
亦
ハ
�
燭
ハ
あ
か
ぎ
ハ
せ
す
白
き
か
本
儀
な
り
、

一
、
挑
灯
か
又
松
明
を
と
も
す
な
り
、
右
の
役
人
ハ
右
の
手
に
て
松
明
を
持
へ
し
、

左
の
役
人
ハ
左
に
て
持
へ
し
、

一
、
御
厨
司
黒
棚
を
持
て
行
ほ
と
な
る
所
に
ハ
、
座
敷
の
立
様
も
常
々
替
る
な
り
、

萬
事
道
具
取
置
、
か
さ
り
様
有
、
此
式
法
ハ
当
世
ハ
不
入
、
黒
棚
ハ
名
有
人
な

ら
て
は
持
せ
す
、
か
様
の
事
ハ
ミ
な
�
�
当
世
替
る

（
５
）な

り
、
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一
、
御
座
敷
に
て
祝
言
の
事
、
先
引
渡
に
長
鮑
、
昆
布
、
栗
、
又
其
次
に
雑
煮
、

吸
物
、
此
時
先
三
々
九
度
の
酒
な
り
、
三
度
出
へ
し
、
其
後
食
を
出
す
へ
し
、

（
マ
マ
）

此
膳
に
い
ろ
�
�
有
上
ハ
□
の
膳
な
り
、
是
ハ
献
方
の
者
な
ら
て
は
仕
立
る
事

な
ら
す
、
亦
中
ハ
七
五
三
也
、
亦
五
々
三
な
り
、
ま
た
三
々
二
な
り
、
七
五
三

に
ハ
す
こ
し
口
伝
あ
り
、

一
、
輿
舁
寄
る
事
、
椽
よ
り
一
枚
ハ
か
り
と
お
な
し
き
時
、
指
寄
、
長
柄
を
と
り
、

網
を
は
つ
ま
へ
、
輿
の
中
な
と
迄
中
へ
入
、
妻
戸
を
押
立
て
、
椽
よ
り
下
に
後

む
き
て
畏
る
へ
し
、
内
よ
り
輿
を
た
ゝ
か
る
ゝ
か
ま
た
御
例
に
て
よ
き
と
程
あ

ら
ハ
、
立
て
輿
を
引
寄
、
長
柄
を
取
、
輿
か
き
指
寄
て
か
く
な
り
、
亦
御
附
候

時
も
同
前
、
輿
か
き
ハ
庭
の
椽
迄
か
く
、
其
後
ハ
奥
へ
ハ
誰
人
も
舁
へ
し
、
輿

を
寄
る
時
、
又
こ
し
受
取
渡
の
と
き
、
上
手
下
手
の
次
第
有
、
左
は
上
手
な
り
、

右
分
御
出
の
時
も
御
輿
の
時
も
同
前
の
心
、
口
伝
あ
り
、

一
、
祝
言
の
時
の
酌
ハ
、
送
に
廻
る
時
の
廻
り
と
同
前
な
り
、
結
酌
と
申
候
取
様

な
り
、
口
伝
に
有
、
左
の
方
へ
出
し
て
加
へ
る
な
り
、

一
、
祝
言
の
落
着
た
る
時
、
聟
の
方
�
舅
の
方
へ
酒
、
肴
、
太
刀
、
折
紙
、
姑
の

か
た
へ
ハ
小
袖
、
酒
、
肴
、
同
約
束
の
女
房
の
方
へ
も
小
袖
、
さ
け
、
肴
あ
り
、

其
外
召
仕
已
下
へ
も
進
物
有
へ
し
、
但
し
、
略
儀
な
と
に
ハ
其
人
の
心
に
任
す

へ
し
、

（
６
）

一
、
舅
よ
り
も
祝
言
、
進
物
已
下
同
前
、
其
約
束
の
女
房
�
ハ
返
し
無
も
の
な
り
、

一
、
嫁
入
の
夜
、
舅
の
方
�
迎
ひ
小
袖
と
て
、
小
袖
、
酒
、
肴
を
遣
す
も
の
也
、

同
人
に
よ
り
て
、
伴
の
衆
達
も
そ
れ
�
�
に
随
て
遣
事
も
有
之
、

一
、
輿
請
取
渡
の
事
、
左
の
役
人
其
一
家
の
役
な
り
、
右
の
役
人
ハ
家
の
老
の
役

な
り
、
請
取
方
も
同
前
、
其
時
之
様
躰
口
伝
に
あ
り
、
前
後
と
て
輿
の
向
返
る

事
大
き
に
嫌
ふ
な
り
、
何
も
役
人
素
袍
袴
に
て
出
へ
し
、
輿
を
舁
す
へ
請
取
わ

た
し
過
て
輿
の
前
に
屏
風
を
立
、
女
房
の
方
よ
り
酒
出
る
な
り
、
輿
の
内
へ
参

ら
す
る
な
り
、
お
な
し
く
く
ハ
へ
も
女
房
な
り
、
女
房
参
た
る
盃
を
局
と
り
て

公
行
に
居
、
屏
風
の
際
ま
て
出
し
、
酌
の
方
へ
渡
な
り
、
請
取
て
公
行
�
盃
を

と
り
、
小
角
は
か
り
に
て
、
左
の
酌
た
る
人
に
て
一
本
ノ
吹
渡
し
た
る
方
へ
も

一
礼
し
て
呑
な
り
、
亦
か
へ
る
所
へ
小
袖
に
太
刀
添
て
出
る
也
、
又
人
に
寄
、

太
刀
は
か
り
も
或
ハ
小
袖
計
も
出
事
有
へ
し
、
扨
其
盃
を
わ
た
し
候
左
の
役
人

呑
な
り
、
亦
請
取
方
の
右
の
役
人
江
差
な
り
、
引
出
物
同
前
な
り
、
但
し
、
わ

た
し
た
る
方
の
右
の
役
人
呑
な
り
、
何
も
一
礼
宛
に
て
呑
へ
し
、
互
に
老
よ
り

壱
人
ツ
ヽ
呑
て
納
る
な
り
、

一
、
迎
ひ
の
方
よ
り
酒
出
る
、
渡
し
候
左
の
役
人
呑
候
に
進
物
同
前
、
其
盃
を
受

取
た
る
方
左
の
役
人
呑
、
又
右
の
渡
手
呑
、
是
も
進
物
同
前
な
り
、
右
の
役
人

請
取
て
呑
、
一
両
人
呑
て
納
る
な
り
、

（
７
）

一
、
庭
の
松
明
の
事
、
指
入
門
の
わ
き
左
右
に
燈
す
事
中
間
の
役
な
り
、
二
親
在

者
に
素
襖
袴
に
て
働
せ
へ
し
、
打
合
の
も
ち
と
て
妻
戸
前
に
て
輿
の
左
右
男
女

両
人
ツ
ヽ
に
て
つ
き
て
輿
を
通
す
へ
し
、
跡
に
て
左
の
方
を
右
の
方
へ
は
た
と

打
合
、
男
の
方
よ
り
臼
へ
打
入
て
退
へ
し
、
男
は
い
つ
れ
も
二
親
有
者
の
役
な

り
、

一
、
紙
燭
さ
し
、
妻
戸
の
際
に
て
輿
の
左
右
に
�
燭
を
と
も
し
、
輿
の
前
に
て
右

の
方
ハ
右
の
手
に
持
、
左
ハ
ひ
た
り
の
手
に
持
、
右
の
方
よ
り
左
の
方
へ
取
わ

た
し
、
扨
輿
を
通
し
て
静
々
と
押
合
て
消
す
な
り
、
是
ハ
何
か
し
の
役
な
り
、

出
立
同
前
、
二
親
持
た
る
者
勤
む
へ
し
、
輿
寄
こ
れ
も
侍
の
役
也
、
二
親
有
も

の
ゝ
役
な
り
、
左
右
の
長
柄
に
両
人
手
を
掛
、
妻
戸
迄
か
き
て
そ
こ
に
て
舁
す

へ
何
も
立
退
る
也
、
さ
て
又
輿
の
内
に
立
た
る
刀
を
局
に
て
も
お
と
な
し
き
女

房
是
を
取
て
輿
添
の
何
か
し
に
渡
す
な
り
、
小
袖
の
上
に
置
刀
是
な
り
、
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一
、
舅
の
方
よ
り
女
房
衆
迎
に
出
、
案
内
し
て
入
へ
し
、

一
、
待
女
房
其
位
に
よ
り
て
、
座
鋪
の
す
ゑ
又
ハ
椽
迄
迎
ひ
に
出
る
也
、
扨
化
粧

の
所
迄
同
道
し
て
往
へ
し
、
其
所
に
て
化
粧
を
も
直
し
候
て
装
束
を
あ
ら
た
め
、

此
時
白
小
袖
を
着
て
座
敷
へ
出
る
な
り
、

一
、
男
の
方
へ
の
小
袖
、
素
袍
袴
、
其
外
置
様
の
次
第
、
広
ふ
た
に
畳
紙
、
扇
脇

ニ
置
へ
し
、
素
袍
袴
一
、
小
袖
一
、
刀
一
、
帯
一
、
脇
ニ
置
、

（
８
）男

是
を
着
し
て
座
敷
へ
出
て
祝
言
有
、

一
、
座
敷
の
様
、
女
房
ハ
主
居
、
男
ハ
客
居
た
る
へ
し
、
先
待
女
房
対
し
居
へ
し
、

さ
て
男
出
ら
れ
候
ハ
ヽ
、
人
に
よ
り
て
下
に
も
直
り
、
又
其
侭
も
居
へ
し
、
時

宜
に
よ
る
な
り
、

一
、
座
敷
の
喰
物
の
事
、
二
重
、
左
に
手
掛
の
前
ニ
置
鳥
、
右
ニ
手
掛
の
前
に
置

鯉
た
る
へ
し
、

一
、
□
（
病
垂
れ
に
宗
の
字
）
の
膳
、
二
重
と
手
掛
の
本
に
中
に
置
へ
し
、
瓶
子

一
具
、
蝶
花
形
に
包
、
女
蝶
ハ
右
に
鯉
の
か
た
に
、
男
蝶
ハ
左
に
鳥
の
方
に
置

へ
し
、
銚
子
ハ
女
（
男
を
見
消
）
蝶
、
く
ハ
へ
ハ
男
蝶
な
り
、

一
、
銚
子
、
提
子
、
蝶
花
形
に
包
、
銚
子
左
（
右
か
）
に
、
提
子
右
（
左
か
）
に

有
へ
し
、
男
出
候
て
三
盃
を
公
行
に
す
へ
て
酌
取
持
て
出
、
女
房
の
か
た
へ
寄

て
置
（
居
を
見
消
）
へ
し
、
さ
て
引
わ
た
し
す
ゆ
る
な
り
、

一
、
酌
と
り
弐
人
出
て
、
お
な
し
こ
と
く
に
瓶
子
を
取
て
下
座
に
置
、
亦
く
ハ
へ

す
る
人
出
て
、
銚
子
、
提
子
を
と
り
て
下
座
に
て
く
ハ
へ
を
持
て
居
候
時
、
心

得
た
ら
ん
女
房
衆
二
人
出
、
女
蝶
の
有
瓶
子
を
取
、
口
を
と
り
て
蝶
を
あ
を
む

け
て
置
、
さ
け
を
提
へ
う
つ
し
、
又
男
蝶
の
瓶
子
を
取
て
、
口
を
と
り
て
蝶
を

う
つ
む
け
、
女
蝶
の
上
に
重
ね
て
酒
を
銚
子
に
う
つ
し
入
、
瓶
子
に
も
と
の
こ

と
く
口
を
さ
し
て
待
へ
し
、
三
献
と
も
に
如
此
口
を
さ
し
て
待
へ
し
、

一
、
壱
番
に
引
渡
し
出
、
女
房
呑
初
て
二
度
加
へ
へ
し
、
さ
て
男
の
方
へ
行
へ
し
、

先
男
是
も
二
度
加
る
な
り
、
呑
た
る
盃
の
下
に
男
重
ね
て

（
９
）置

へ
し
、
扨
盃
又
上
座
に
本
の
こ
と
く
置
へ
し
、
二
番
に
打
味
出
る
、
右
の
か

た
�
居
へ
し
、
扨
酌
取
出
、
公
行
を
取
男
の
前
へ
持
て
ゆ
く
、
男
呑
さ
し
て
女

房
呑
な
り
、
加
へ
様
同
前
、
さ
て
盃
を
上
�
受
取
候
て
下
を
捨
、
亦
下
に
重
ね

へ
し
、
又
本
の
こ
と
く
上
座
に
置
、
三
番
ニ
わ
た
い
り
左
の
か
た
に
居
へ
し
、

扨
酌
と
り
盃
を
と
り
女
房
の
前
へ
行
呑
せ
、
亦
男
呑
へ
し
、
加
様
同
前
な
り
、

い
つ
れ
も
二
度
ツ
ヽ
加
る
也
、
以
上
、
三
々
九
度
な
り
、
此
時
酌
の
取
様
第
一

の
儀
な
り
、
条
々
口
伝
有
も
の
な
り
、

一
、
式
三
献
の
さ
け
過
て
、
吸
物
に
て
一
献
あ
り
、
待
女
房
其
外
各
々
へ
も
酒
あ

る
へ
し
、
次
に
雑
煮
出
る
な
り
、
扨
さ
け
一
献
あ
る
へ
し
、
其
後
食
を
出
す
へ

し
、
其
上
一
献
も
有
へ
し
、
以
上
五
献
も
七
献
も
時
の
ほ
と
に
寄
へ
き
な
り
、

一
、
聟
殿
両
親
よ
り
祝
言
の
事
、
二
重
手
掛
、
置
鳥
、
置
鯉
、
長
持
に
入
、
さ
て

三
荷
三
種
五
種
或
ハ
十
荷
十
種
な
と
人
に
寄
て
遣
す
へ
し
、

一
、
餅
ハ
五
百
八
十
行
器
に
入
て
是
も
遣
す
へ
し
、

一
、
馬
、
太
刀
同
女
房
、
姑
へ
小
袖
た
る
へ
し
、
但
し
、
人
に
寄
て
の
事
成
へ
し
、

一
、
我
か
所
に
て
の
祝
言
の
盃
過
て
始
て
見
る
所
と
て
姑
の
か
た
へ
行
な
り
、
姑

二
所
へ
ハ
小
袖
、
或
ハ
小
姑
其
外
女
房
衆
下
女
迄
も
そ
れ
�
�
に
随
て
仕
立
物
、

板
の
も
の
抔
、
帯
已
下
人
に
よ
り
進
物
有
へ
し
、

（
１０
）姑

の
方
�
も
引
手
物
有
へ
き
な
り
、

一
、
女
房
衆
躾
か
た
宮
仕
有
へ
き
事
、
何
も
腰
巻
を
あ
り
て
能
々
、
御
酌
を
被
取

候
事
、
銚
子
の
柄
を
紙
に
て
く
る
ミ
、
右
の
片
手
に
て
よ
こ
に
取
て
能
候
、

一
、
提
子
の
事
、
御
酌
に
打
続
て
能
御
入
候
、
加
す
る
人
酌
よ
り
遠
く
有
事
あ
し
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く
候
、

一
、
加
へ
申
候
事
、
何
時
も
左
の
方
へ
銚
子
を
指
出
し
て
く
ハ
へ
申
候
、

一
、
御
盃
ハ
い
つ
れ
も
土
器
盃
に
て
御
入
候
、
総
別
女
房
衆
に
不
限
事
に
て
候
、

ぬ
り
盃
ハ
略
儀
に
て
候
、

一
、
盃
居
候
臺
ハ
公
行
能
候
、
乍
去
こ
と
に
寄
小
角
に
居
て
公
行
ニ
置
事
も
あ
り
、

亦
へ
き
に
居
て
公
行
に
置
事
も
あ
り
、

一
、
御
酒
参
之
時
ハ
、
右
の
手
片
手
に
て
参
候
、
人
に
よ
り
賞
翫
の
盃
な
れ
は
、

女
房
衆
も
頂
き
申
か
能
候
か
、
手
に
て
そ
と
い
た
ゝ
き
候
、
い
つ
れ
も
左
の
手

を
は
突
た
る
か
能
候
、

一
、
宮
仕
す
る
人
、
腰
巻
に
手
を
掛
て
引
立
候
、
心
持
に
す
へ
し
、

一
、
御
酌
取
人
片
手
に
ハ
銚
子
を
持
、
左
右
の
手
に
て
ハ
公
行
の
狭
間
へ
手
を
掛

て
持
申
候
、
い
つ
れ
も
口
伝
あ
り
、

一
、
供
御
参
候
事
、
御
介
し
や
く
の
人
有
も
の
な
り
、
左
の
手
を
は
つ
き
候
て
、

そ
と
供
御
を
臺
に
置
な
り
、
参
て
能
候
、
さ
て
御
汁
を
参
候
時
ハ
箸
を
置
候
て
、

右
に
て
そ
と
取
上
て
御
吸
候
て
下
ニ
置
、
扨

（
１１
）箸

を
御
取
候
て
汁
の
身
を
参
候
て
能
候
、

一
、
お
か
ず
と
ハ
お
も
わ
り
の
事
な
り
、
何
な
り
と
も
む
つ
ま
し
く
な
を
箸
を
御

附
候
て
能
候
、
大
方
中
の
お
か
ず
よ
り
参
初
て
能
御
入
候
、

一
、
二
、
三
の
御
汁
を
参
候
も
已
前
の
こ
と
く
に
て
候
、
供
御
を
御
附
候
而
か
ら

ハ
御
汁
お
か
す
参
候
、
幾
度
も
加
さ
へ
御
附
候
て
能
候
、
介
酌
の
人
御
入
候
時

ハ
、
か
さ
へ
分
て
参
ら
せ
候
へ
ハ
、
亦
か
さ
へ
分
ら
れ
候
而
参
ら
れ
候
へ
し
、

一
、
御
酒
過
て
湯
参
候
時
ハ
、
箸
を
不
取
し
て
湯
計
御
請
取
候
て
参
ら
せ
有
へ
し
、

一
、
御
相
伴
の
事
、
衝
重
に
狭
間
を
明
申
事
、
四
方
ハ
一
段
の
位
有
大
事
に
て
候
、

扨
三
方
も
賞
翫
に
て
候
、
大
形
の
人
ハ
二
方
、
又
人
に
よ
り
て
一
方
ハ
か
り
も

明
申
候
、
又
如
何
に
御
相
伴
な
り
共
、
さ
ま
の
明
さ
る
臺
に
て
も
参
候
、
亦
臺

の
な
き
御
方
も
参
候
、
何
も
�
�
先
々
此
分
記
し
置
れ
候
、

（
１２
）右

此
書
者
、

金
龍
寺
殿
御
代
、
被
補
関
東
籏
頭
之
時
、
准
京
都
上
ノ
吉
良
殿

之
例
、
弓
馬
及
武
家
之
式
礼
被
定
置
所
、
尚
又
今
般
、
参
考

西
條
殿
御
本
而
、

令
増
補
省
略
書
写
者
也
、

天
正
十
五
年
八
月
廿
三
日

関

加
賀
守

在
判

石
井
石
見
守

同

右
、
当
家
伝
来
書
、
更
書
写
畢
、

天
明
六
年
丙
午
三
月
日

石
井
市
郎
右
衛
門
兼
昌
在
判

文
政
六
年
正
月
、
副
本
出
来
、
仍
加
奥
書
了
、

平
盛
時

（「
吉
良
流
武
家
故
実
相
承
」
の
印
ア
リ
）

（
１３
）

坤
之
篇

四
巻
八
篇
七
拾
ヶ
条
之
内

懐
妊
帯
祝
の
事

喰
初
の
事

髪
置
の
事

袴
着
の
事

元
服
の
事

十
能
名

目
の
事

七
芸
名
目
の
事

吉
良
流
正
月
具
足
餅
飾
の
事

（
１４
）

（「
吉
良
流
武
家
故
実
相
承
」
の
印
ア
リ
）

吉
良
流
武
家
故
実

懐
妊
の
帯
祝
の
事

一
、
い
は
た
帯
ハ
、
す
ゝ
し
の
き
ぬ
長
サ
八
尺
四
ツ
に
た
ゝ
ミ
て
其
男
ゆ
ふ
な
り
、

是
ハ
唯
其
当
座
祝
言
迄
の
儀
な
り
、
扨
誕
生
候
ハ
ゝ
、
彼
絹
を
ね
く
候
而
、
か
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に
取
を
附
候
而
き
る
な
り
、
色
ハ
薄
青
き
た
る
へ
し
、
是
ハ
百
日
過
て
の
儀
な

り
、
紐
に
ハ
此
き
ぬ
を
も
ろ
く
し
て
ひ
と
つ
付
、
是
ハ
産
着
に
て
ハ
無
之
候
な

り
、

喰
初
の
事

一
、
生
れ
て
百
廿
日
と
い
ふ
日
ハ
、
善
悪
を
不
嫌
喰
初
有
へ
き
な
り
、

一
、
男
子
を
は
男
可
養
、
女
子
を
は
女
養
ふ
へ
し
、

（
１５
）

一
、
を
さ
な
き
も
の
を
抱
き
て
出
る
を
、
喰
初
の
親
請
取
、
左
の
膝
の
上
に
て
置
、

所
へ
膳
を
居
る
な
り
、

一
、
膳
の
様
、
鉢
食
の
上
ニ
而
鯖
を
ち
い
さ
く
ほ
う
し
つ
形
に
き
り
置
へ
し
、
扨

や
し
な
ひ
の
人
、
箸
を
と
り
て
、
鯖
右
の
手
先
に
皿
の
際
に
置
、
食
を
ミ
は
し

く
ゝ
む
物
な
り
、
汁
を
も
く
ゝ
む
候
真
似
を
す
る
も
の
な
り
、

一
、
餅
を
五
ツ
膳
の
左
の
方
に
居
る
を
、
後
見
の
人
取
て
寄
る
を
亦
三
箸
や
し
な

ふ
な
り
、
此
餅
ハ
五
ツ
を
代
物
過
分
に
て
買
取
へ
し
、
程
ら
い
ハ
人
ニ
依
へ
し
、

條
々
口
伝
、

一
、
如
此
く
ゝ
め
あ
け
候
而
、
則
、
刀
、
脇
差
、
或
ハ
馬
、
太
刀
な
と
何
に
て
も

人
に
よ
り
時
に
随
ひ
て
出
す
も
の
な
り
、
扨
酒
の
時
の
遣
物
の
儀
ハ
人
々
の
心

に
随
ふ
へ
し
、

髪
置
の
事

一
、
男
女
と
も
に
三
歳
と
い
ふ
霜
月
十
五
日
に
良
辰
を
撰
て
祝
言
あ
る
へ
き
な
り
、

一
、
祝
言
の
様
、
箱
ふ
た
に
櫛
、
鋏
、
も
と
ゆ
ひ
、
水
引
、
綿
、
の
し
一
ふ
さ
、

藁
七
筋
添
て
出
す
へ
し
、
又
根
引
の
小
松
を
も
置
へ
し
、
但
し
、
男
女
の
松
あ

り
、

一
、
髪
を
ゆ
ふ
事
ハ
、
お
さ
な
き
者
を
置
、
女
の
か
た
へ
向
て
、
髪
置
の
親
は
さ

ミ
て
、
男
子
を
ハ
左
の
髪
を
そ
と
三
ツ
鋏
て
、
右
の
を
三
ツ

（
１６
）鋏

ミ
、
中
を
三
ツ
は
さ
む
な
り
、
中
ハ
巻
目
を
は
さ
む
な
り
、
能
々
心
得
へ
し
、

已
上
九
鋏
は
さ
む
な
り
、
扨
わ
た
を
の
へ
て
ひ
た
い
よ
り
後
へ
長
く
か
け
、
其

外
、
下
ら
、
長
鮑
、
昆
布
、
麻
苧
七
筋
わ
た
に
ゆ
ひ
添
て
、
ね
を
も
ゆ
ひ
候
て
、

帯
な
と
の
こ
と
く
に
男
む
す
ひ
に
し
て
、
扨
中
を
水
引
二
筋
に
て
、
女
結
に
し

て
、
扨
さ
け
あ
り
、
遣
物
の
義
ハ
、
右
に
記
す
こ
と
く
人
々
の
心
に
随
へ
し
、

一
、
女
子
を
は
女
の
役
な
り
、
是
ハ
右
の
か
た
よ
り
鋏
ミ
初
る
な
り
、
様
躰
同
前

な
り
、
扨
祝
の
さ
け
有
へ
し
、
条
々
口
伝
、

袴
着
の
事

一
、
広
蓋
に
素
襖
袴
、
扇
子
、
刀
を
居
て
置
へ
し
、

一
、
袴
着
の
人
ハ
白
衣
に
て
出
へ
し
、

一
、
碁
盤
の
切
目
を
玉
女
の
か
た
へ
向
て
置
、
袴
着
る
人
を
玉
女
と
向
ハ
せ
、
碁

盤
の
上
に
立
せ
て
、
扨
襠
着
の
親
さ
し
寄
所
へ
後
見
の
人
両
人
左
右
へ
よ
り
候

て
素
襖
を
渡
す
、
着
る
人
手
を
か
け
左
の
袖
よ
り
手
を
通
さ
せ
、
扨
袴
の
前
腰

を
当
る
、
是
も
左
の
あ
し
�
着
せ
は
し
む
る
な
り
、

一
、
き
せ
上
て
我
さ
し
た
る
刀
を
祝
て
着
せ
、
お
な
し
く
太
刀
又
ハ
何
成
と
も
出

す
な
り
、

一
、
始
出
し
た
る
刀
を
は
、
其
侭
内
へ
入
る
な
り
、
扨
式
三
献
の
さ
け
有
へ
し
、

其
後
ハ
互
に
心
に
任
す
へ
し
、

（
１７
）元

服
の
次
第

一
、
烏
帽
子
親
の
所
へ
行
時
、
酒
、
肴
、
馬
、
太
刀
に
て
行
事
も
有
、
い
つ
れ
も

人
に
よ
る
へ
し
、

一
、
童
形
の
時
、
人
に
よ
り
て
ち
や
う
け
ん
を
着
（
附
を
見
消
）
へ
し
、
髪
を
は

や
し
て
烏
帽
子
上
下
た
る
へ
し
、
是
ハ
酌
の
事
な
り
、
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一
、
先
引
渡
に
て
冷
酒
一
献
あ
り
て
、
髪
を
は
や
し
て
次
の
座
へ
立
て
、
烏
帽
子
、

素
襖
を
着
し
て
出
、
式
に
ハ
三
献
に
て
有
へ
し
、
此
時
、
烏
帽
子
親
の
方
�
遣

し
物
有
へ
し
、
式
三
献
過
て
乱
酒
に
成
候
而
、
遣
ひ
物
之
義
ハ
互
の
心
に
任
す

へ
し
、
髪
を
は
や
し
候
上
者
、
一
字
を
与
ふ
事
も
有
、
亦
烏
帽
子
名
を
付
候
て

も
主
の
好
次
第
た
る
へ
し
、

一
、
髪
は
や
す
時
、
盤
の
事
、
柳
を
長
サ
壱
尺
弐
寸
に
五
角
に
作
る
へ
し
、
高
さ

七
寸
計
た
る
へ
し
、

一
、
新
し
き
小
刀
を
と
（
そ
を
消
）
き
て
、
杉
原
に
て
柄
を
包
ミ
て
、
先
杉
原
を

竪
に
折
て
、
亦
横
に
折
、
柄
を
順
に
小
刀
の
面
の
方
に
巻
留
メ
、
ふ
く
さ
紙
よ

り
に
て
か
し
ら
ふ
さ
ぎ
に
し
て
一
結
ゆ
ひ
て
つ
ま
へ
へ
し
、
髪
の
あ
ま
り
を
小

刀
の
裏
の
方
へ
折
て
、
面
の
こ
と
く
に
ま
た
結
へ
し
、

一
、
髪
を
巻
紙
の
事
、
杉
原
を
竪
に
折
て
、
又
横
に
折
、
長
き
方
の
中
に
ひ
た
を

壱
ツ
折
な
り
、
此
ひ
た
の
中
に
左
を
巻
た
る
に
は

（
１８
）右

と
書
、
右
を
巻
た
る
に
ハ
左
と
書
な
り
、

一
、
行
（
き
や
う
を
消
）
の
髪
結
様
の
事
、
元
結
を
後
よ
り
結
、
男
結
に
し
て
折

返
し
、
は
し
を
き
ら
す
、
其
次
を
前
よ
り
女
結
に
し
て
折
返
し
、
端
を
不
切
、

其
次
を
前
に
て
男
結
に
し
て
前
の
こ
と
く
、
又
次
を
女
む
す
ひ
に
ゆ
る
く
は
し

を
切
な
り
、
其
次
の
は
や
す
へ
き
所
を
男
結
に
〆
て
ゆ
ひ
、
端
を
き
る
な
り
、

或
ハ
下
計
へ
た
て
順
に
巻
、
其
上
の
は
し
を
女
結
に
し
て
、
は
し
を
男
結
に
折

返
し
き
る
也
、

一
、
髪
結
て
、
或
ハ
後
見
の
人
へ
柳
の
盤
に
小
刀
を
置
て
持
、
出
は
や
し
手
の
前

に
置
候
時
、
元
服
の
人
立
寄
て
盤
の
上
へ
俯
向
て
在
時
は
や
す
へ
き
な
り
、

一
、
は
や
し
様
着
寄
て
ひ
さ
ま
つ
き
俯
向
た
る
所
を
能
々
持
て
、
左
の
方
の
髪
の

際
を
一
刀
に
や
り
刀
に
は
や
し
、
我
右
の
袖
へ
い
れ
、
扨
右
の
方
も
一
刀
に
や

り
刀
ニ
は
や
し
、
我
左
の
袖
へ
入
、
ふ
と
こ
ろ
の
内
に
て
取
違
へ
、
主
に
し
ら

せ
す
後
見
の
人
に
渡
す
な
り
、
亦
後
見
の
人
請
取
懐
中
す
へ
し
、
其
後
人
に
依

て
氏
神
或
は
其
所
の
社
頭
に
可
納
な
り
、
是
ハ
一
方
な
ら
ぬ
人
の
儀
な
り
、

一
、
草
の
髪
結
様
の
事
、
も
と
ゆ
ひ
を
後
�
男
結
に
し
て
折
返
し
、
は
し
を
不
切
、

中
ほ
と
を
前
�
女
結
に
し
て
、
は
し
を
不
切
、
は
や
す
へ
き
所
を
男
む
す
ひ
に

し
て
、
端
を
き
り
、
弐
分
隔
て
紙
に
て
巻
、
其
上
を
男
む
す
ひ
に
し
て
、
は
し

を
水
引
に
て
女
結
に
し
て
折
返
し
、
端
を

（
１９
）不

切
な
り
、
髪
を
は
や
し
様
ハ
行
の
こ
と
く
な
り
、

一
、
盤
と
小
刀
ハ
烏
帽
子
親
の
所
よ
り
出
す
へ
し
、
櫛
、
も
と
結
な
と
ハ
は
ら
ひ

に
入
、
烏
帽
子
親
持
て
行
へ
き
な
り
、
条
々
口
伝
、

前
ニ
て
水
引

前
ニ
て

お
な
し
く

お
な
し
く

後
�
寄

（
図
ア
リ
）
行

女
む
す
ひ

同
不
切

男
―

女
―

男
結

男
不
切

女

男

女

男

女

男
不
切

（
図
ア
リ
）
草

同

同

同

同

前
ニ
て

後
ニ
て

女
む
す
ひ
ふ
く
さ
元
ゆ
ひ

女
結
は
し
不
切

女
結
は
し
切
也

後
�
男
也

（
図
ア
リ
）
真

ふ
く
さ
元
ゆ
ひ
本
也

同
男
結
水
引

前
�
男
結

後
�
男
結猶

口
伝
有
へ
し
、
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（
２０
）敵

に
は
う
し
ろ
を
み
せ
ぬ
功
の
者
（
香�

物�

）
ま
つ
先
か
け
（
梅�

花�

）
て
打
勝
雄

武
士
（
松�

魚�

之�

節�

）

香�

物�

立�

割�

ニ�

し�

て�

仰�

向�

る�

右�

申�

伝�

之�

本�

歌�

ニ�

而�

梅�

花�

花�

無�

時�

ハ�

梅�

干�

を�

用�

松�

魚�

節�

秘�

事�

の�

意�

と�

申�

習�

は�

し�

候�

事�

十
能
の
事

一
、
弓

鞠

庖
丁

馬

躾

�

歌

連
歌

盤
上

物
書

以
上
是
な
り
、

七
芸
の
事

一
、
か�

歟�

（
小
を
見
消
）
き
物

音
曲

鼓

相
撲

り
か
た

物
云

舞

以

上
是
な
り
、

敵
ニ
ハ
う
し
ろ
を
み
せ
ぬ
功
の
も
の
（
香
物
）
真
先
か
け
（
梅
）
て
打
勝
雄
ふ

し
（
松
魚
節
）

一
、
吉
良
流
ニ
而
鏡
開
之
節

喜
多
見
久
太
夫
殿
已
来

正
月
十
四
日

此
二
様
ハ
近
頃
除
之
不
用

か
ら
シ
菜
、
田
つ
く
り

向

花
か
つ
を

梅
ほ
し
花
も
る
も
よ
し

汁
粉

か
う
の
物
二
割
仰
向
て

（
２１
）

一
、
世
田
谷
御
所
ニ
て
正
月
御
具
足
鏡
飾
の
事

敷
紙
杉
原
也

近
年
上
菱
餅
并
七
種
か
さ
り
略
之
、
菱
餅
赤
白
交
、
菱
十
弐
枚
閏
年
ハ
又
一
枚

上
ニ
置
て
合
十
三
枚
、
菱
と
鏡
と
の
間
ニ
譲
葉
を
し
く
、
赤
、
鏡
と
鏡
と
の
間

に
し
た
を
敷
、
白
、
白
米
敷
（
図
ア
リ
）
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○
梅
花

魁
の
意

○
香
物

剛
之
者

○
鰹
節

勝
雄
武
士

但
、
香
物
ハ
沢
庵
漬
ヲ
長
五
寸
ニ
切
、
二
ツ
わ
り
に
し
て
仰
向
に
置
也
、
右
三

色
水
引
ニ
結
ふ
也
、

歌
ニ
云
、
敵
に
は
う
し
ろ
を
み
せ
ぬ
剛
の
も
の
真
先
か
け
（
魁
）
て
打
勝
雄
武

士
、
此
歌
久
太
夫
花
石
君
と
も
申
、
又
ハ
む
か
し
よ
り
言
伝
と
も
い
ふ
、

一
、
菱
餅
常
ハ
十
二
、
閏
年
ハ
又
上
ニ
壱
枚
置
合
十
三
な
り
、

一
、
赤
ハ
小
豆
入
な
り
、

一
、
海
老
二

た
ゝ
一

勝
栗
二

か
や
五

数
の
子
七

俵
物
二

と
こ
ろ
三

又
ハ

か
つ
を
ふ
し

か
ら
す
ミ
（
手
柄
之
意
）

梅
干
（
魁
花
之
意
）

近
年
略
〆
梅
花
、
香
物
、
か
つ
を
ふ
し
三
品
也
、

右
七
色
菱
餅
の
上
ニ
其
侭
置
な
り
、

一
、
昆
布
一
枚

の
し
一
片

柿
一
串

右
三
色
一
ツ
ニ
紙
包
て
水
引
ニ
て
結
ひ
し
餅
の
上
ニ
お
な
し
く
置
也
、

一
、
根
引
小
松
壱
本

藪
柑
子
壱
本

大
根
か
う
の
物
一

田
作

根
笹

右
五
色
是
ハ
水
引
計
に
て
結
ひ
置
な
り
、

一
、
正
月
五
日
之
祝
ゑ
ん
き
や
う
の
鏡
の
飾
様
、
右
に
す
こ
し
も
替
所
な
し
、
但

し
、
少
し
違
所
ハ
色
目
二
ツ
宛
な
り
、

（
２２
）

一
、
江
戸
殿
其
外
へ
被
下
の
鏡
ハ
菱
も
右
之
通
り
に
て
上
ニ

海
老

田
作

た
ゝ

功
の
物

勝
く
り

黒
豆

の
し

近
年
略
之
上
の
三
種
也
（
又
ハ
三
種
わ
、
香
物
、
梅
花
、
勝
雄
ふ
し
）

右
七
色
置
折
敷
ニ
杉
原
敷
て
被
下
候
事
、

一
、
右
之
通
ニ
候
へ
共
、
近
代
菱
餅
左
右
ニ
六
ツ
ツ
ヽ
以
上
十
弐
枚
重
ね
て
も
置

な
り
、
是
も
閏
年
ハ
又
上
ニ
一
枚
〆
十
三
な
り
、

一
、
元
日
の
祝
言
三
方
ニ
可
組
物
ノ
事
、
杉
原
弐
枚
其
上
ニ
白
米
し
き
上
ニ

か
ち
く
り

柿

蕪

き
り
こ
の
餅

の
し

と
ち
大
豆
（
本
ノ
マ
ヽ
）

と

こ
ろ

海
老
二
ツ

き
ん
ば
た
ゝ
（
本
ノ
マ
ヽ
）

右
、
御
所
様
始
御
惣
客
へ
上
ル
、

右
此
書
者

金
龍
寺
殿
御
代
被
補
関
東
籏
頭
之
時
、
准
京
都
上
吉
良
殿
之
例
、

弓
馬
并
武
家
式
礼
被
定
置
之
所
、
猶
又
今
度
参
考

西
條
殿
御
本
而
、
令
増
補

省
略
書
写
者
也
、

天
正
十
五
年
八
月
廿
三
日

関

加
賀
守
在
判

石
井
石
見
守
在
判

天
和
元
年
辛
酉
十
二
月
再
興
了
、

吉
良
家
老
江
戸
氏
末
裔

173



喜
多
見
久
太
夫
在
判

（
２３
）右

、
当
家
伝
来
累
代
秘
蔵
之
書
、
更
書
写
畢
、

天
明
六
年
丙
午
三
月
日

石
井
市
郎
右
衛
門
兼
昌
在
判

一
字
内
蔵
助
名
広
昌

文
政
六
年
正
月
、
副
本
出
来
、
仍
加
奥
書
了
、

平
盛
時
敬
白

（「
吉
良
流
武
家
故
実
相
承
」
の
印
ア
リ
）

玉
川
大
蔵
村
氷
川
明
神
前
、
宝
暦
中
ノ
石
手
水
鉢
ニ
、
石
井
内
蔵
之
助
ノ
銘
彫

タ
リ
、
代
々
其
地
ニ
住
テ
内
蔵
允
ト
云
故
地
名
ヲ
大
蔵
ト
呼
、
又
石
井
戸
ノ
字

ア
リ
、

（「
南
葵
文
庫
、
購
入
古
本
、
紀
元
二
千
五
百
六
十
三
年
、
明
治
三
十
六
年
十
二
月

廿
一
日
」
の
印
ア
リ
）
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三
、
史
料
解
題

（
一
）
伝
来
過
程

奥
書
に
よ
れ
ば
、
本
史
料
は
十
六
世
紀
末
に
武
蔵
吉
良
氏
が
「
西
條
殿
」
す
な

わ
ち
、
三
河
西
条
吉
良
氏
の
吉
良
流
礼
法
書
を
参
考
に
し
て
自
ら
の
礼
法
の
不
足

を
増
補
し
た
り
不
要
を
省
略
し
た
り
し
て
書
写
し
た
も
の
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、

戦
国
期
の
武
蔵
吉
良
氏
及
び
、
三
河
西
条
吉
良
氏
が
既
に
礼
法
を
所
有
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
が
、
武
蔵
吉
良
氏
の
礼
法
は
『
北
条
幻
庵
覚
書
』
か
ら
も

窺
え
る
の
で
確
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
武
蔵
吉
良
氏
の
礼
法
は
十
四
世
紀
末
か
ら

十
五
世
紀
初
に
か
け
て
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
「
金
龍
寺
殿
」
す
な
わ
ち
武
蔵

（
奥
州
）
吉
良
頼
治
の
代
に
成
立
し
た
と
奥
書
に
は
あ
る
。
但
し
、
武
蔵
吉
良
氏

と
礼
法
と
の
関
係
が
戦
国
期
以
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
現
時
点
で
は

ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
戦
国
期
の
段
階
で
自
ら
の
礼
法
の
起
源
を

頼
治
と
す
る
「
歴
史
」
が
武
蔵
吉
良
氏
に
あ
っ
た
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い

（
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
）。

さ
て
、
武
蔵
吉
良
氏
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
に
よ
っ
て

没
落
す
る
が
、
奥
書
に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
後
半
に
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
で
あ
っ
た

喜
多
見
氏
（
江
戸
氏
）
の
手
に
よ
り
吉
良
流
礼
法
は
再
興
さ
れ
た
と
い
う
。
な
お
、

吉
良
流
を
再
興
し
た
喜
多
見
久
太
夫
（
重
勝
）
は
、
喜
多
見
流
茶
道
を
創
始
し
た

人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
（
２
）
。
し
か
し
、
そ
の
重
勝
没
後
の
喜
多
見
氏
は
、
徳
川
綱

吉
の
寵
愛
を
受
け
て
そ
の
側
用
人
と
な
り
、
二
万
石
の
大
名
に
ま
で
成
長
し
た
重

政
の
代
を
迎
え
た
直
後
、
刃
傷
事
件
に
よ
っ
て
改
易
の
憂
き
目
に
遭
い
、
早
く
も

十
七
世
紀
末
に
は
滅
ん
で
し
ま
う
（
３
）
。

そ
の
喜
多
見
氏
の
蔵
書
を
継
承
し
た
の
が
石
井
氏
で
あ
っ
た
（
４
）
。
当
時
の
当
主
、

石
井
兼
重
（
実
は
喜
多
見
重
勝
の
子
）
は
十
七
世
紀
末
、
喜
多
見
氏
滅
亡
の
直
後

に
自
邸
に
玉
川
文
庫
を
創
設
し
た
（
５
）
。
そ
の
玉
川
文
庫
の
蔵
書
印
（
６
）
が
本
史
料
に
も
押

さ
れ
て
い
る
の
で
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
が
玉
川
文
庫
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
（
な
お
、
本
史
料
に
は
「
吉
良
流
武
家
故
実
相
承
」
と
い
う
印
も
押
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
玉
川
文
庫
の
印
で
あ
る
（
７
）
）。
そ
し
て
奥
書
に
よ
れ
ば
、
以
後
、

兼
重
の
子
孫
で
あ
る
石
井
広
昌
が
こ
れ
を
書
写
し
、
そ
の
子
、
石
井
至
穀
（
平
盛

時
）
の
代
に
至
っ
て
こ
の
写
し
が
で
き
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
こ
の
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
考
武
館
（
詳
細
不
明
）
を
経
由
し
て
、

明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
十
二
月
二
十
一
日
、
南
葵
文
庫
が
こ
れ
を
古
本
と

し
て
購
入
し
た
こ
と
が
奥
印
か
ら
分
か
る
（
こ
の
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
『
南
葵

文
庫
蔵
書
目
録
』
に
も
見
え
る
）。
因
み
に
、
こ
の
日
、
南
葵
文
庫
は
様
々
な
礼

法
関
係
書
籍
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
他
の
史
料
の
奥
印
か
ら
窺
え
る
。
そ
し
て
、

関
東
大
震
災
の
後
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
か
ら
翌
十
三
年
（
一
九
二
四
）

に
か
け
て
本
史
料
は
東
京
帝
国
大
学
付
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
今
も
南
葵
文
庫

旧
蔵
書
と
し
て
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
存
在
す
る
。
以
上
の
流
れ
を
ま
と
め
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

武
蔵
吉
良
氏
↓
喜
多
見
氏
↓
石
井
氏
↓
考
武
館
↓
南
葵
文
庫
↓
東
大

（
二
）
中
世
史
料
と
し
て

�
関
加
賀
守

次
に
、
内
容
の
検
討
に
移
り
た
い
。
ま
ず
は
、
奥
書
部
分
の
検
討
か
ら
始
め
る
。

奥
書
に
よ
れ
ば
、
最
初
、
本
史
料
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
八
月
二
十
三
日

に
関
加
賀
守
と
石
井
石
見
守
と
の
手
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

ま
ず
、
関
加
賀
守
で
あ
る
が
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
八
月
二
十
三
日
に
、

武
蔵
吉
良
氏
当
主
の
吉
良
氏
朝
が
、
本
拠
地
の
一
つ
で
あ
る
世
田
谷
の
勝
光
院
に
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客
殿
を
建
立
す
る
の
に
あ
た
っ
て
、「
関
加
賀
守
法
名
全
長
」
な
る
人
物
が
「
本

尊
（
虚
空
蔵
也
）
寄
進
之
本
願
」
を
務
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
（
８
）
。
ま
た
、

小
田
原
合
戦
に
よ
り
武
蔵
吉
良
氏
が
没
落
し
た
後
の
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、

「
関
加
」
な
る
人
物
が
世
田
谷
の
検
地
役
人
と
し
て
二
度
登
場
し
て
い
る
こ
と
も

注
目
さ
れ
る
（
９
）
。
さ
ら
に
、
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
に
は
、
武
蔵
吉
良
氏
と
関

係
の
深
か
っ
た
世
田
谷
の
勝
国
寺
に
「
当
所
住

関
加
賀
守
朝
種
」
な
る
人
物
が

「
薬
師
如
来
三
尊
像
」
を
「
奉
二

彩
色
一

」
に
あ
た
っ
て
「
三
尊
薄
之
願
主
」
を
務

め
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
１０
）
。
以
上
か
ら
、
本
史
料
の
奥
書
に
出
て
く
る
関
加

賀
守
を
、
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
と
し
て
登
場
す
る
関
加
賀
守
の
関
係
者
と
し
て
比
定

し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、『
小
田
原
記
』
の
中
に
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
と
し

て
「
関
加
賀
守
」
が
見
え
る
こ
と
も
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
く
（
１１
）
。

�
石
井
石
見
守

次
に
、
石
井
石
見
守
で
あ
る
が
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
正
月
十
九
日
に
、

武
蔵
国
荏
原
郡
石
井
戸
郷
大
蔵
村
氷
川
大
明
神
第
四
ノ
宮
を
再
建
す
る
の
に
あ

た
っ
て
、「
石
井
内
匠
助
平
兼
実
」
な
る
人
物
が
「
大
旦
那
」
を
務
め
て
い
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
（
１２
）
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
史
料
は
な
い
の
で
系
図
を
参
考
に
し

て
見
て
み
る
と
、『
石
井
系
図
』
に
よ
れ
ば
、
先
に
登
場
し
た
石
井
兼
実
の
後
継

者
と
し
て
「
石
井
兼
綱
（
石
井
石
見
）」
な
る
人
物
が
見
ら
れ
る
（
１３
）
。
こ
の
石
井
石

見
守
に
関
し
て
、『
石
井
系
図
』
は
「
始
、
久
世
三
郎
兵
衛
源
宣
綱
、
実
、
三
州

久
世
氏
ノ
族
ナ
リ
、
始
、
岡
崎
、
天
正
十
一
年
、
督
姫
ノ
供
奉
シ
テ
小
田
原
ニ
来

リ
、
後
、
武
州
世
田
谷
ニ
移
リ
兼
実
ノ
没
後
、
石
井
ヲ
冒
シ
テ
嗣
ト
ナ
ル
」
と
す

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
以
降
に
石
井
石
見
守
は
武
蔵

吉
良
氏
の
所
領
、
世
田
谷
に
下
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
１４
）
。
或
は
史
実
か
も

知
れ
な
い
が
、
同
時
代
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、『
吉
良
流
四
巻

書
』
は
「
世
田
谷
御
所
」、「
江
戸
殿
其
外
」
な
ど
の
文
言
が
あ
る
よ
う
に
武
蔵
吉

良
氏
の
礼
法
に
関
す
る
書
で
あ
り
、
ま
た
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
関
加
賀
守
と
い

う
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
の
署
判
も
あ
る
以
上
、
関
加
賀
守
と
連
署
し
て
い
る
石
井
石

見
守
も
ま
た
、
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
、
或
は
そ
の
関
係
者
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

�
金
龍
寺
殿

そ
う
し
た
武
蔵
吉
良
氏
家
臣
、
或
は
そ
の
関
係
者
が
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る

『
吉
良
流
四
巻
書
』
で
あ
る
が
、
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、「
右
此
書
者
、

金
龍
寺

殿
御
代
被
レ

補
二

関
東
籏
頭
一

之
時
、
准
二

京
都
上
吉
良
殿
之
例
一、
弓
馬
并
武
家
式
例

被
二

定
置
一

之
所
」
と
あ
る
。

そ
の
「
金
龍
寺
殿
」
で
あ
る
が
、
各
種
『
吉
良
系
図
』
か
ら
、
武
蔵
（
奥
州
）

吉
良
氏
当
主
の
吉
良
頼
治
に
比
定
で
き
る
（
１５
）
。
荻
野
三
七
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
頼
治
は

他
史
料
に
よ
っ
て
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
に
か
け
て
そ
の
活
動
が
確
認
で

き
る
人
物
だ
と
い
う
（
１６
）
。
さ
て
、
奥
書
に
よ
れ
ば
、
頼
治
が
「
被
レ

補
二

関
東
籏

頭
一

」
と
あ
る
も
の
の
、
頼
治
が
「
関
東
籏
頭
」
に
補
任
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は

史
実
と
し
て
確
認
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
関
東
籏
頭
」
に
つ
い
て
も
分
か

ら
な
い
。
但
し
、
石
井
家
本
『
吉
良
系
図
』
に
よ
れ
ば
、「
応
永
五
年
戊
寅
五
月
、

相
国
義
満
公
ノ
時
、
命
シ
テ
武
家
ノ
式
礼
ヲ
定
ム
、（
略
）
両
吉
良
、
今
川
、
渋

川
ハ
武
者
頭
也
、
参
州
吉
良
京
兆
満
貞
ト
今
川
上
総
介
範
忠
ト
ヲ
西
ノ
武
者
頭
ト

号
、
世
田
谷
頼
治
ト
渋
川
右
衛
門
佐
義
行
ト
ヲ
東
ノ
武
者
頭
ト
号
（
１７
）
」
と
あ
る
こ
と

は
興
味
深
い
。
も
ち
ろ
ん
、
吉
良
満
貞
と
渋
川
義
行
と
が
十
四
世
紀
後
半
の
人
物

で
、
今
川
範
忠
が
十
五
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
時

期
的
な
相
違
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
言
説
は
史
実
と
し
て
確
認

で
き
な
い
（
１８
）
。
し
か
し
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
奥
書
か
ら
は
、
頼
治
が
関
東
籏
頭

に
補
任
さ
れ
た
、
そ
の
と
き
武
蔵
（
奥
州
）
吉
良
氏
で
も
三
河
西
条
吉
良
氏
に
倣

い
弓
馬
や
武
家
の
式
例
を
定
め
た
、
と
い
う
「
歴
史
」（
言
説
）
が
、
近
世
以
前
、

176



天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
段
階
で
既
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
自
体
は

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

�
吉
良
流
礼
法
、
そ
の
発
生
の
起
源
と
書
写
の
背
景

続
い
て
、
奥
書
の
「
猶
又
今
度
、
参
二―

考

西
條
殿
御
本
一

而
、
令
二

増
補
省
略
一

書
写
者
也
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の

段
階
で
武
蔵
吉
良
氏
が
三
河
西
条
吉
良
氏
の
吉
良
流
礼
法
書
を
入
手
し
、
そ
れ
を

参
考
に
増
補
省
略
し
て
書
写
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
天
正
年
間
に
は
三
河
西

条
吉
良
流
の
礼
法
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
従
来
、
吉
良
流
礼
法
は
、

近
世
初
期
に
三
河
西
条
吉
良
義
冬
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
き
た
（
１９
）
。
し
か
し
、
こ
の

奥
書
に
よ
っ
て
十
六
世
紀
末
に
は
既
に
三
河
西
条
吉
良
氏
の
吉
良
流
礼
法
書
の
存

在
が
確
認
で
き
る
た
め
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
に
ま
で
は
確
実
に
吉
良
流
の
発
生

起
源
を
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
頃
、
十
六
世
紀
中
葉
に
今

川
氏
に
よ
っ
て
三
河
か
ら
駿
河
へ
と
護
送
さ
れ
、
京
都
、
遠
州
、
参
州
と
自
ら
の

所
領
、
関
係
地
域
の
一
切
を
失
う
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
三
河
西
条
吉
良
氏
が
、

そ
う
し
た
中
で
も
吉
良
流
の
宗
家
と
し
て
存
在
し
、
武
蔵
吉
良
氏
に
そ
れ
を
伝
え

る
な
ど
吉
良
流
は
死
守
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
て
大
変
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、

ま
ず
、
三
河
西
条
吉
良
氏
に
つ
い
て
は
、
十
六
世
紀
中
葉
の
駿
河
護
送
後
か
ら
、

近
世
に
な
っ
て
突
如
「
高
家
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
ま
で
の
間
、
史
料
に
ほ
と
ん

ど
登
場
せ
ず
、
従
来
そ
の
動
向
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
本
史
料
か
ら
そ
の
間
の
同

氏
の
吉
良
流
の
宗
家
と
し
て
の
存
在
、
吉
良
流
の
死
守
と
い
う
動
き
が
分
か
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
戦
国
期
の
営
為
こ
そ
が
、
近
世
の
同
氏
の

「
高
家
」（
故
実
家
）
と
し
て
の
台
頭
を
準
備
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
り
、
実
際
に
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
は
徳
川
家
康
が
「
吉
良

流
昇
殿
」
を
尋
ね
（『
舜
旧
記
』
慶
長
十
年
四
月
十
二
日
条
）、
そ
の
後
、
三
河
西

条
吉
良
義
弥
は
「
高
家
」
と
し
て
登
場
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
幕
府
に
と
っ
て

朝
廷
と
の
関
係
を
進
め
て
い
く
上
で
吉
良
流
は
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
吉
良

氏
は
そ
れ
を
宗
家
と
し
て
中
世
と
近
世
と
の
間
で
死
守
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
な
お
、
小
林
輝
久
彦
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
『
吉
良
躾

書
』
も
ま
た
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
文
字
が
あ
り
、
戦
国
期
の
三
河
西
条

吉
良
氏
が
吉
良
流
礼
法
書
を
所
有
す
る
様
子
も
窺
え
る
と
い
う
。
同
書
の
調
査
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
）。

最
後
に
、
な
ぜ
武
蔵
吉
良
氏
が
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
吉
良
流
礼
法
を

書
写
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
理
由

が
史
料
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
考
え
ら
れ
る
背
景
と
し
て
は
、

天
正
末
年
頃
の
武
蔵
吉
良
氏
の
家
督
交
替
（
吉
良
氏
朝
か
ら
吉
良
氏
広
へ
（
２０
）
）、
或

い
は
、
正
確
な
時
期
は
な
お
不
明
で
は
あ
る
が
、
吉
良
氏
広
と
小
笠
原
康
広
の
娘

と
の
結
婚
と
い
う
事
態
な
ど
が
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
な
る
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
で
ひ
と
ま
ず
奥
書
部
分
の
検
討
を
終
え
、
続
け
て
今
度
は
吉
良
流
礼
法
の

具
体
相
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。

�
『
北
条
幻
庵
覚
書
』
と
の
関
係

さ
て
、
武
蔵
吉
良
氏
が
既
に
独
自
の
礼
法
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
先

に
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
改
め
て
『
北
条
幻
庵
覚
書
（
２１
）
』
か
ら
確
認
す

る
と
と
も
に
、
吉
良
流
礼
法
の
具
体
相
に
つ
い
て
も
窺
え
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
併

せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、『
北
条
幻
庵
覚
書
』
と
は
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）、
北
条
幻
庵
の
娘
が
吉
良
氏
朝
の
も
と
へ
輿
入
れ
す
る
の
に
際
し
て
、

幻
庵
が
娘
に
作
法
や
心
得
な
ど
に
つ
い
て
説
い
て
送
っ
た
も
の
で
あ
る
（
２２
）
。

ま
ず
、
そ
の
『
北
条
幻
庵
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、「
し
う
け
ん
の
と
き
の
も
や
う
、

あ
な
た
の
し
た
て
し
た
る
人
の
申
や
う
に
せ
ら
れ
候
へ
く
候
」
と
あ
り
、
ま
た
、

「
大
く
さ
ハ
な
に
と
申
な
と
ゝ
た
つ
ね
申
候
と
も
、
お
ほ
え
候
ハ
ぬ
と
返
た
う
候
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へ
く
候
」
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
北
条
氏
家
臣
の
大
草
氏
の
作
法
で
は
な
く
、

武
蔵
吉
良
氏
が
所
有
す
る
作
法
を
こ
そ
重
視
す
る
よ
う
に
嫁
入
り
す
る
娘
は
幻
庵

か
ら
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
吉
良
流
の
存
在
と
い
う
も
の
が
確
認
で
き
る
。

さ
て
、『
北
条
幻
庵
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、「
正
月
、
く
わ
ん
さ
ん
よ
り
か
ゝ
ミ
、

子
の
ひ
、
七
日
、
十
五
日
い
わ
ゐ
」、「
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
み
な
月
、
七
月

七
日
、
八
さ
く
、
九
月
九
日
」
の
武
蔵
吉
良
氏
の
年
中
行
事
に
関
し
て
、「
大
か

た
と
の
此
と
し
月
な
さ
れ
つ
け
た
る
こ
と
く
に
て
候
へ
く
候
」
と
あ
る
が
、「
正

月
」
の
「
か
ゝ
ミ
」
に
つ
い
て
は
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
に
も
「
世
田
谷
御
所
ニ

て
正
月
御
具
足
鏡
飾
の
事
」、「
江
戸
殿
其
外
へ
被
下
の
鏡
」
と
あ
り
、『
吉
良
流

四
巻
書
』
か
ら
は
よ
り
詳
し
く
そ
の
実
態
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
、『
北
条
幻
庵
覚
書
』
に
は
「
さ
た
め
て
つ
ね
の
三
こ
ん
に
て
候
へ
く

候
」、「
つ
ね
の
三
こ
ん
に
て
候
ハ
ヽ
、
へ
ち
き
な
く
候
ほ
と
に
や
う
か
ま
し
く
申

さ
れ
ま
し
く
候
」
と
、
幻
庵
が
通
常
の
式
三
献
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

が
、
し
か
し
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
に
あ
る
通
り
、
ま
た
、
次
節
で
考
察
す
る

『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
か
ら
も
窺
え
る
通
り
、
吉
良
流
は
「
先
引
渡
に
長

鮑
、
昆
布
、
栗
、
又
其
次
に
雑
煮
、
吸
物
」
と
、
雑
煮
三
献
な
の
で
あ
っ
た
。
但

し
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
に
は
「
壱
番
に
引
渡
し
」、「
二
番
に
打
味
」、「
三
番
ニ

わ
た
い
り
」
と
、
通
常
の
式
三
献
の
様
子
も
書
か
れ
て
お
り
、
三
献
の
実
態
に
つ

い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
（
他
に
も
、
髪
結
で
は
本
文
と
図
と
の
間
に
相

違
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
次
節
で
考
察
す
る
『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
を

参
照
す
る
と
、
図
の
方
の
「
行
」
と
「
草
」
と
い
う
文
字
が
逆
に
な
っ
て
書
か
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
な
ど
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
に
は
慎
重

に
検
討
す
べ
き
点
が
見
ら
れ
る
）。

最
後
に
、『
北
条
幻
庵
覚
書
』
は
「
引
わ
た
し
の
と
き
、
く
ハ
へ
の
事
、
く
ハ

へ
ハ
い
て
候
へ
と
も
、
く
ハ
へ
候
ハ
ぬ
物
也
」、「
し
き
三
こ
ん
の
と
き
ハ
も
ち
ろ

ん
に
て
候
」
と
す
る
。
し
か
し
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
「
壱
番
に
引
渡
し
出
、

女
房
呑
初
て
二
度
加
へ
へ
し
、
さ
て
男
の
方
へ
行
へ
し
、
先
男
是
も
二
度
加
る
な

り
」、「
い
つ
れ
も
二
度
ツ
ヽ
加
る
也
、
以
上
、
三
々
九
度
な
り
」
と
あ
る
。
一
献

目
の
加
え
の
様
子
に
つ
い
て
も
ま
た
相
違
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
の
全
て
が
戦
国
期
に
ま
で
遡
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、『
北
条
幻
庵
覚
書
』
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、

『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
特
徴
や
両
書
の
共
通
点
、
相
違
点
な
ど
が
分
か
る
。

次
に
、
時
代
は
近
世
に
移
る
が
、
吉
良
流
礼
法
の
他
写
本
と
比
べ
て
み
る
こ
と

で
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
特
徴
や
、
吉
良
流
礼
法
の
具
体
相
、
写
本
間
の
共
通

点
、
相
違
点
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
三
）
近
世
史
料
と
し
て

�
『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
と
の
関
係

早
速
、
吉
良
流
他
写
本
と
の
比
較
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。
比
較
す
る
他
写
本

と
し
て
は
、
直
接
参
照
で
き
た
『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』（
国
立
国
会
図
書

館
蔵
）
を
用
い
る
。
同
史
料
は
近
世
に
各
所
に
広
く
伝
わ
っ
た
吉
良
流
礼
法
書
の

中
の
一
冊
で
あ
る
（
但
し
、
正
確
な
伝
来
は
不
明
）。
な
お
、
同
史
料
は
非
常
に

大
部
で
あ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
す
る
部
分
の
翻
刻
、
内
容
を
提
示
す
る

に
留
め
る
。

ま
ず
、
比
較
し
て
最
初
に
気
付
く
の
は
、「
増
補
省
略
」
と
あ
る
通
り
、『
吉
良

流
四
巻
書
』
に
は
増
補
、
省
略
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
補
に
関
し
て
は
、

例
え
ば
、「
世
田
谷
御
所
」
や
「
江
戸
殿
」
な
ど
武
蔵
吉
良
氏
に
関
係
す
る
も
の

は
当
然
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
に
は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
は
省
略
に
関
し
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
岩
田

帯
に
つ
い
て
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
「
い
は
た
帯
ハ
、
す
ゝ
し
の
き
ぬ
長
サ
八
尺
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四
ツ
に
た
ゝ
ミ
て
其
男
ゆ
ふ
な
り
」
と
簡
潔
に
書
く
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾

ヶ
条
』
は
さ
ら
に
「
婦
人
懐
妊
し
て
五
ケ
月
め
に
肌
に
帯
す
る
事
あ
り
」、「
此
と

き
ハ
子
を
多
持
て
幸
あ
る
人
を
帯
親
と
し
て
帯
を
請
て
す
べ
し
」、「
其
端
に
妊
子

の
父
の
名
字
名
乗
を
書
付
、
帋
に
包
、
水
引
に
て
結
、
長
蚫
包
添
て
」
な
ど
と
よ

り
詳
し
く
書
く
。
ま
た
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
「
懐
妊
の
帯
祝
」、「
喰
初
」
の

順
に
続
け
る
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
は
そ
の
間
に
「
七
夜
の
祝
」、

「
宮
参
」
な
ど
を
入
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
同
内
容
の
事
柄
の
増
補
、
省
略
は
他
に
も
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、

内
容
そ
れ
自
体
の
異
同
も
ま
た
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
正
月
の

具
足
餅
の
飾
に
つ
い
て
、
台
の
上
、
鏡
餅
の
下
に
敷
く
も
の
を
『
吉
良
流
四
巻

書
』
は
「
白
米
敷
」
と
す
る
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
は
「
帋
を
敷
、

し
た
を
敷
」
と
す
る
。
ま
た
、
紅
白
二
つ
の
鏡
餅
の
間
に
敷
く
も
の
を
『
吉
良
流

四
巻
書
』
は
「
鏡
と
鏡
と
の
間
に
し
た
を
敷
」
と
す
る
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五

拾
ヶ
条
』
は
「
弐
つ
の
間
に
ゆ
つ
り
葉
を
置
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
鏡
餅
の
上
、

菱
餅
の
下
に
敷
く
も
の
を
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
「
菱
と
鏡
と
の
間
ニ
譲
葉
を
し

く
」
と
す
る
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
は
言
及
が
な
い
。
他
に
も
、
餅

に
添
え
る
七
色
に
つ
い
て
、
海
老
、
橙
、
勝
栗
、
榧
、
数
の
子
、
俵
物
の
六
つ
は

共
通
す
る
が
、
残
り
一
つ
を
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
野
老
、『
吉
良
流
躾
二
百
五

拾
ヶ
条
』
は
柑
子
と
す
る
。
ま
た
、
喰
初
に
つ
い
て
も
『
吉
良
流
四
巻
書
』
は

「
百
廿
日
と
い
ふ
日
」
と
す
る
が
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
は
「
百
十
日

目
」
と
す
る
。

以
上
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、『
吉
良
流
四
巻

書
』
の
特
徴
や
両
書
の
共
通
点
、
相
違
点
な
ど
が
分
か
る
。
他
の
写
本
と
の
比
較
、

さ
ら
な
る
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、『
吉
良
流
四
巻

書
』
に
は
散
逸
が
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
で
は
、
続
け
て
そ
の
散
逸
に
つ
い
て
、

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

�
吉
良
流
礼
法
、
そ
の
失
わ
れ
た
部
分
を
求
め
て

さ
て
、
そ
の
『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
散
逸
で
あ
る
が
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
は
、

東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
カ
ー
ド
目
録
で
も
「
零
本
」
と
さ
れ
、
ま
た
、『
国
書

総
目
録
』
で
も
「
欠
本
」
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
既
に
散
逸
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
散
逸
の
程
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
中
か
ら

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
本
史
料
冒
頭
部
に
は
「
貞
」、「
艮
坤
」
と

い
う
文
字
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
「
貞
」
と
い
う
文
字
か
ら
は
易
の
「
元
亨
利

貞
」
が
、
ま
た
、
こ
の
「
艮
坤
」
と
い
う
文
字
か
ら
は
八
卦
の
「
乾
兌
離
震
巽
坎

艮
坤
」
が
そ
れ
ぞ
れ
想
起
さ
れ
る
た
め
、「
元
亨
利
」、「
乾
兌
離
震
巽
坎
」
の
部

分
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
題
名
通
り
全

部
で
四
巻
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
全
体
の
四
分
の
三
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
残
っ
た
四
分
の
一
を
今
、
こ
う
し
て
翻
刻
、
解
題

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
全
体
の
四
分
の
三
に
該
当
す
る
部

分
が
い
つ
か
ど
こ
か
ら
か
出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
）。

失
わ
れ
た
部
分
の
行
方
に
関
し
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
で
は
、
失

わ
れ
た
部
分
の
内
容
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、『
吉
良
流
躾
二
百
五
拾
ヶ
条
』
や
宮
腰
松
子
氏
、
綿
抜
豊
昭
氏
の
吉
良

流
に
関
す
る
研
究
（
２３
）
な
ど
を
参
看
す
る
と
、
武
芸
関
係
の
記
事
が
『
吉
良
流
四
巻

書
』
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
弓

術
や
馬
術
と
い
っ
た
武
芸
関
係
の
吉
良
流
礼
法
が
江
戸
期
に
ま
で
確
実
に
継
承
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
断
で
き
る
。

で
は
、
そ
の
江
戸
期
に
お
け
る
吉
良
流
礼
法
の
継
承
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
実
際
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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�
喜
多
見
重
勝

ま
ず
、
奧
書
に
よ
れ
ば
、
武
蔵
吉
良
氏
の
没
落
と
も
に
廃
れ
た
吉
良
流
を
再
興

さ
せ
た
の
は
、
喜
多
見
久
大
夫
重
勝
で
あ
っ
た
。
重
勝
は
喜
多
見
流
茶
道
を
創
始

し
、
喜
多
見
氏
の
発
展
を
準
備
し
た
人
物
と
し
て
名
高
い
が
、
そ
う
し
た
「
吉
良

家
老
江
戸
氏
末
裔
」
の
彼
が
、
吉
良
流
を
継
承
、
再
興
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実

は
興
味
深
い
。

で
は
な
ぜ
、
重
勝
は
吉
良
流
を
再
興
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
喜
多
見

流
茶
道
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
そ
の
茶
道
は
「
権
威
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
極

め
て
政
治
色
の
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
享
受
す
る
武
士
た
ち
に
と
っ
て
は

そ
の
素
養
の
有
無
が
自
家
の
繁
栄
に
影
響
し
か
ね
な
い
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
（
２４
）
。

ま
た
、
当
時
、
吉
良
流
を
有
す
る
吉
良
氏
は
、
故
実
、
儀
礼
の
「
権
威
」
と
し
て

高
家
の
役
を
全
う
し
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
重
勝
は
、
中
世
武
家
の
礼
的
秩
序
に
お
い
て
、
足
利
将
軍
家
に

次
ぐ
高
い
「
権
威
」
を
有
し
た
吉
良
氏
の
名
を
持
ち
出
し
、
そ
の
吉
良
氏
の
吉
良

流
を
再
興
、
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り
、
茶
道
の
「
権
威
」
と
し
て
の
自
ら
を
さ
ら

に
「
権
威
」
付
け
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
、

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

喜
多
見
氏
は
十
七
世
紀
末
に
滅
亡
す
る
。
そ
の
喜
多
見
氏
の
蔵
書
を
継
承
し
た

の
は
、
喜
多
見
氏
と
同
じ
く
世
田
谷
に
い
た
石
井
氏
で
あ
っ
た
。

�
石
井
広
昌

さ
て
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、「
石
井
市
郎
右
衛
門
兼

昌
、
一
字
内
蔵
助
名
広
昌
」
が
書
写
し
た
と
あ
る
。

ま
ず
、
事
実
関
係
か
ら
確
認
し
て
お
く
と
、
石
井
家
の
家
系
を
探
求
し
た
石
井

広
昌
の
口
授
を
後
継
者
の
石
井
至
穀
が
筆
記
し
た
書
物
『
鶴
の
毛
こ
ろ
も
（
２５
）
』
に
よ

れ
ば
、
広
昌
は
自
身
を
「
お
の
れ
広
昌
、
は
じ
め
の
名
ハ
兼
昌
と
云
、
是
ハ
大
伯

父
森
江
兼
置
ぬ
し
の
授
玉
ひ
し
所
な
り
、
今
ハ

今
上
の
御
名
の
字
を
さ
け
て
則
、

広
昌
に
あ
ら
た
む
、
雅
名
石
井
内
蔵
之
助
（
２６
）
」
と
口
述
し
て
お
り
、
奥
書
と
矛
盾
し

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
因
み
に
、
こ
の
「
今
上
」
と
は
、
安
永
九
年
（
一
七

八
〇
）
に
即
位
さ
れ
た
兼
仁
（
光
格
天
皇
）
の
こ
と
で
あ
る
。
続
け
て
、『
鶴
の

毛
こ
ろ
も
』
に
よ
れ
ば
、「
明
和
五
子
年
よ
り
幼
名
内
蔵
之
助
を
改
め
て
、
市
郎

右
衛
門
と
よ
ぶ
、
是
祖
父
通
兼
君
の
名
を
し
た
ふ
所
也
（
２７
）
」
と
あ
り
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
以
降
、
広
昌
が
市
郎
右
衛
門
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る

が
、
こ
れ
も
奥
書
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
の
広
昌
は
、
玉
川
文
庫
を
創
建
し
た
三
代
前
の
当
主
、
石
井
兼
重
（
道
林
）

以
後
、
天
災
に
よ
り
疲
弊
し
傾
い
て
い
た
石
井
家
の
家
運
を
挽
回
す
る
こ
と
に
努

め
、
ま
た
、
喜
多
見
流
茶
道
や
家
伝
文
化
の
継
承
、
復
興
に
尽
く
し
た
人
物
で
も

あ
っ
た
（
２８
）
。
そ
う
し
た
広
昌
が
継
承
す
べ
き
家
伝
文
化
に
は
、
吉
良
流
武
家
故
実
の

相
承
も
含
ま
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
子
の
至
穀
が
菅
原
道
真
と
北
野
天
神
に

つ
い
て
考
察
し
た
『
菅
む
し
ろ
（
２９
）
』
の
中
に
「
道
林
君
已
来
江
戸
浪
宅
之
所
業
ハ
吉

良
流
武
家
故
実
指
南
」
と
あ
り
（
３０
）
、
ま
た
、『
吉
良
流
四
巻
書
』
に
も
石
井
家
伝
来

累
代
秘
蔵
の
書
と
あ
る
の
で
、
石
井
氏
に
吉
良
流
が
継
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
他
の
様
々
な
文
化
と
同
様
、
吉
良
流
礼
法
も
喜
多
見
氏
か
ら
石
井

氏
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
石
井
氏
の
家
運
と
と
も
に
吉
良
流
武
家
故
実
の

相
承
も
ま
た
衰
退
し
て
い
た
。
そ
れ
を
広
昌
は
復
興
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

�
石
井
至
穀

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
最
終
的
に
こ
の
写
本
を
作
っ
た

の
は
、
広
昌
の
子
、
至
穀
で
あ
っ
た
。

広
昌
の
後
継
者
で
あ
る
至
穀
も
ま
た
文
人
と
し
て
の
能
力
を
遺
憾
無
く
発
揮
し
、

江
戸
幕
府
編
纂
の
大
百
科
事
典
で
あ
る
『
古
今
要
覧
』
の
編
纂
御
用
に
任
じ
ら
れ
、
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後
に
は
幕
府
の
書
物
奉
行
を
務
め
、
家
や
郷
土
の
歴
史
研
究
も
広
く
行
っ
た
人
物

で
あ
っ
た
（
３１
）
。
そ
の
至
穀
も
ま
た
広
昌
と
同
じ
く
「
弓
術
、
家
伝
吉
良
故
実
相
承
」、

「
馬
術
、
家
伝
吉
良
故
実
相
承
」
な
ど
「
武
術
修
行
」
と
し
て
吉
良
流
武
家
故
実

の
相
承
を
行
っ
て
い
る
（
３２
）
。
ま
た
、
至
穀
の
自
伝
で
あ
る
『
梅
樹
一
代
要
記
（
３３
）
』
の
中

に
は
、
石
井
家
の
「
家
瑞
和
歌
三
首
」
の
一
首
と
し
て
「
吉
良
流
相
承
具
足
餅
祝

の
う
た

敵
に
は
後
ろ
を
み
せ
ぬ
剛
の
も
の
（
香
の
物
仰
向
て
）
真
先
か
け
（
梅

花
魁
）
て
討
勝
雄
武
士
（
松
節
）」
の
歌
も
見
え
る
（
３４
）
。
ま
た
、
こ
の
歌
は
『
菅
む

し
ろ
』
の
中
に
も
「
申
伝
の
歌
あ
り
」
と
し
て
見
え
る
（
３５
）
。

吉
良
流
武
家
故
実
の
相
承
を
行
い
、
ま
た
、
優
れ
た
文
人
と
し
て
数
々
の
著
作

を
残
し
、
信
頼
に
足
る
史
料
集
を
編
纂
、
書
写
し
た
至
穀
（
３６
）
そ
の
人
で
あ
っ
た
が
ゆ

え
に
、
彼
は
こ
の
『
吉
良
流
四
巻
書
』
の
写
本
も
ま
た
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
お
わ
り
に

吉
良
流
礼
法
に
増
補
、
省
略
、
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
改

め
て
『
吉
良
流
四
巻
書
』
を
見
る
と
、「
近
年
略
」
と
い
う
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。

ま
た
、「
喜
多
見
久
太
夫
殿
已
来
」
と
い
う
文
言
も
見
ら
れ
る
。
吉
良
流
礼
法
は
、

現
実
の
様
々
な
時
代
や
場
面
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
少
し
ず
つ
変
化
が
生
ま
れ
、

徐
々
に
織
り
な
お
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、

こ
う
し
た
増
補
や
省
略
、
異
同
や
変
化
は
「
純
粋
な
」
吉
良
流
礼
法
を
相
承
す
る

と
い
う
点
で
は
奇
異
に
映
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
吉
良
流
と
し
て
の

連
続
性
、
同
一
性
は
存
在
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
吉
良
流
礼
法

そ
れ
自
体
の
本
質
的
な
部
分
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う

意
識
や
感
覚
、
誇
り
と
い
っ
た
部
分
も
ま
た
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

論
じ
残
し
た
部
分
も
多
く
、
比
較
研
究
な
ど
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
ま
た
、

翻
刻
に
つ
い
て
も
な
お
完
全
で
は
な
く
、
意
味
や
読
解
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が

残
さ
れ
て
い
る
。
全
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿

を
閉
じ
よ
う
と
思
う
。

（
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
武
田
庸
二
郎
氏
に
多
大
な
る
御
協
力
を
頂
い
た
。

記
し
て
深
謝
し
御
礼
申
し
上
げ
る
）

註（
１
）
『
吉
良
町
史
』
中
世
後
期
、
近
世
（
吉
良
町
、
一
九
九
九
年
）
五
一
三
頁

〜
五
一
四
頁
。

（
２
）
『
続
石
井
至
穀
著
作
集
』（
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
）
二
八

七
頁
。『
続
石
井
至
穀
著
作
集
』
は
以
下
、『
続
』
と
表
記
す
る
。

（
３
）
『
石
井
至
穀
著
作
集
』（
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）
二
九
四

頁
。『
石
井
至
穀
著
作
集
』
は
以
下
、『
正
』
と
表
記
す
る
。

（
４
）

同
前
。

（
５
）

同
前
。

（
６
）

武
田
庸
二
郎
「
石
井
至
穀
書
写
本
『
公
事
方
御
定
書
』」（『
世
田
谷
区
立

郷
土
資
料
館

資
料
館
だ
よ
り
』
三
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
頁
。

（
７
）

武
田
前
掲
註
（
六
）
論
文
、
二
頁
。

（
８
）

勝
光
院
過
去
帳
裏
書
（「
勝
光
院
文
書
」『
世
田
谷
区
史
料
』
第
二
集
、
一

五
二
頁
〜
一
五
四
頁
）。『
世
田
谷
区
史
料
』
第
二
集
は
以
下
、『
世
』
二
と

表
記
す
る
。

（
９
）

勝
光
院
寺
領
御
検
地
帳
（「
勝
光
院
文
書
」『
世
』
二
、
二
二
五
頁
）。
深

沢
村
御
検
地
目
録
（「
大
場
家
文
書
」『
世
』
二
、
二
二
六
頁
）。

（
１０
）

薬
師
如
来
修
造
胎
内
文
書
（「
勝
国
寺
文
書
」『
世
』
二
、
一
五
五
頁
〜
一
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五
七
頁
）。

（
１１
）

小
田
原
記
（『
世
』
二
、
二
九
四
頁
）。

（
１２
）

大
蔵
村
氷
川
社
棟
札
写
（「
世
田
谷
徴
古
録
所
収
文
書
」『
世
』
二
、
一
六

三
頁
〜
一
六
四
頁
）。

（
１３
）

石
井
系
図
（『
世
』
二
、
三
五
六
頁
）。

（
１４
）

な
お
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
、
督
姫
に
供
奉
し
て
後
北
条
氏
に

入
っ
た
人
物
と
し
て
、
秋
鹿
政
朝
、
石
川
吉
次
、
鵜
殿
長
次
、
江
川
英
長
、

中
村
尚
光
、
矢
部
芳
英
な
ど
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
大
日
本
史
料
』
一

一
編
四
冊
、
八
九
三
頁
〜
九
〇
二
頁
）。

（
１５
）

吉
良
系
図
（『
世
』
二
、
三
三
三
頁
）。

（
１６
）

荻
野
三
七
彦
『
吉
良
氏
の
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
五
年
）
四
一
頁

〜
四
二
頁
。

（
１７
）

前
掲
註
（
一
五
）。

（
１８
）

二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）

四
五
五
頁
〜
四
五
六
頁
。

（
１９
）

前
掲
註
（
一
）
書
、
五
一
二
頁
〜
五
一
三
頁
。

（
２０
）

北
条
氏
直
書
状
写
（「
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
古
文
状
」『
戦
国
遺
文
』
後
北
条

氏
編
、
第
四
巻
、
三
一
七
頁
）。
吉
良
氏
広
判
物
写
（「
江
戸
文
書
」『
世
』

二
、
一
七
一
頁
）。

（
２１
）

北
条
幻
庵
覚
書
（『
世
』
二
、
一
三
六
頁
〜
一
四
四
頁
）。

（
２２
）

武
田
庸
二
郎
「『
北
条
幻
庵
覚
書
』
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
」（『
世
田
谷

区
立
郷
土
資
料
館

資
料
館
だ
よ
り
』
二
七
、
一
九
九
七
年
）
七
頁
〜
八
頁
。

仲
澤
香
織
「『
北
条
宗
哲
覚
書
』
と
そ
の
成
立
」（『
駒
沢
大
学
史
学
論
集
』

三
五
、
二
〇
〇
五
年
）
四
一
頁
〜
四
九
頁
。

（
２３
）

宮
腰
松
子
「
吉
良
流
祝
膳
の
献
立
（
一
）」（『
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
』

一
五
、
一
九
六
九
年
）。
同
「
同
（
二
）」（『
同
』
一
六
、
同
年
）。
同
「
吉

良
流
の
研
究
」（『
同
』
一
七
、
一
九
七
一
年
）。
綿
抜
豊
昭
「
臨
川
寺
所
蔵

『
吉
良
流
礼
法
書
』
に
つ
い
て
」（『
書
籍
文
化
史
』
二
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
２４
）

前
掲
註
（
二
）
書
、
三
〇
〇
頁
。

（
２５
）

前
掲
註
（
三
）
書
、
三
一
七
頁
。

（
２６
）

鶴
の
毛
こ
ろ
も
（『
正
』、
三
九
頁
）。

（
２７
）

鶴
の
毛
こ
ろ
も
（『
正
』、
四
三
頁
）。

（
２８
）

前
掲
註
（
三
）
書
、
二
九
五
頁
。

（
２９
）

前
掲
註
（
二
）
書
、
三
〇
四
頁
。

（
３０
）

菅
む
し
ろ
（『
続
』、
九
六
頁
）。

（
３１
）

前
掲
註
（
三
）
書
、
二
九
七
頁
〜
三
〇
二
頁
。

（
３２
）

菅
む
し
ろ
（『
続
』、
一
三
〇
頁
〜
一
三
一
頁
）。

（
３３
）

前
掲
註
（
二
五
）。

（
３４
）

梅
樹
一
代
要
記
（『
正
』、
二
頁
）。

（
３５
）

菅
む
し
ろ
（『
続
』、
五
九
頁
）。

（
３６
）

武
田
庸
二
郎
「
石
井
至
穀
編
『
世
田
谷
徴
故
録
』、『
続
世
田
谷
徴
故
録
』

に
つ
い
て
」（『
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館

資
料
館
だ
よ
り
』
四
六
、
二
〇

〇
七
年
）
一
頁
〜
七
頁
。
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